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年末調整説明会のお知らせ
税務署ニュース



固定資産税について

東北税理士会郡山支部
税理士 比佐 善宣

税のミニ通信

今回は、身近な税金である「固定資産税」についてご説明したいと思います。

　1. 埼玉県新座市で発生した固定資産税過徴収について

今年６月、埼玉県新座市で市内の夫婦の戸建住宅に対して固定資産税の過徴収を27年間
続けていたことが明らかになりました。この夫婦は固定資産税を期日内に納められなかった
ため戸建住宅の不動産公売が実施され、固定資産税の過徴収はその不動産公売で購入した
不動産会社からの指摘で発覚したものです。その後、新座市は夫婦に納め過ぎとなっていた
固定資産税等を返還しましたが、既にマイホームは不動産公売で第三者のものとなってし
まったため、過徴収分は戻ってきたもののマイホームは戻ってこないという悲劇が起きてし
まいました。
新座市では信頼回復のため、平成26年7月1日から12月31日までの期間で固定資産全

件調査を実施中ですが、8月25日に新たに56件の過徴収が確認されたと発表しています。

　2. 固定資産税とは

　そもそも固定資産税とは、土地や家屋等の固定資産を所有している場合に納付することになる税金です。1月1日現
在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対して課税されます。
　納税は、各市町村から送付される納税通知書によって、年4回に分けて納付することになります。

　３． 税額の計算

　税額の計算は次の算式により求められます。
　　固定資産税課税標準額　×　1.4％　＝　固定資産税

　4. 住宅用地に対する軽減措置

　住宅用地については、税額の軽減措置が設けられています。具体的には固定資産税課税標準額が課税台帳に登録さ
れた価格の3分の1になります。また、住宅用地のうち、面積200㎡以下の部分は小規模住宅用地として、価格の6分の
1になります。
　なお、特例適用に際しては、住宅用地は住宅の床面積の10倍の面積を限度とすることや、共同住宅など数戸の住宅
の建っている敷地は、敷地面積を住宅の数で割った面積で判定することとされています。
　1.に記載した埼玉県新座市の過徴収事例では、本来は小規模住宅用地として6分の1とすべきだったものの、この軽
減措置が適用されておらず27年間もの間、多額の固定資産税が課税されていました。

　5. 住宅用地に対する軽減措置適用の確認方法

　では、どうやって軽減措置が適用されているかどうか確認すれば良いか？ということですが、各市町村から送られて
くる固定資産課税明細書にその旨の記載があれば、軽減措置が適用されていることになります。
　但し、固定資産課税明細書の様式は統一されておらず各市町村により異なるため、軽減措置の記載もそれぞれ異な
ります。例えば、軽減又は特例欄に「住宅用地」と記載されていたり、摘要欄に「小規模住宅用地」と記載されていたりと
記載場所も文言もバラバラですので注意が必要です。
　自宅が建っている土地について軽減措置適用の記載があるかどうか、一度確認することをお勧めします。

　6. 固定資産税の今後について

　現在、空き家の増加が問題となっており、空き家の撤去を促すため、住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置の
見直しが検討されています。
　これは、上記4.に記載の通り、土地の固定資産税は住宅が建っていれば本来の価格の６分の１に軽減されますが、空き
家でも軽減されるため、空き家をいつまでも荒廃したまま取り壊さずに放っておく原因になっているためです。
　不動産を多くお持ちの方は固定資産税に関する今後の動向には注意が必要です。
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　９月１２日、「新入会員の集い」を郡山ビューホテルアネック
スで開催し、平成２３年度から２５年度までの入会会員及び役
員７０名が出席した。有馬会長、郡山税務署 鈴木義典署長に
ごあいさつをいただき、事務局から、郡山法人会の組織や事
業内容等について説明をし、自社企業の発展のため法人会
を大いに活用していただくよう呼びかけた。
　その後の会員交流懇談会では、新入会員一人一人に自己
紹介、自社ＰＲをしていただき、和やかに親睦を深めていた。
　また、平成２５年度の会員数が二十数年ぶりに前年度会員
数より３０社増となり、懇談会は会員数純増記念のパー
ティーとしてあわせて行われた。

「新 会 集 」

新入会員の集い開催新入会員の集い開催

日　　時／平成２６年１１月１５日（土）
 18:00～20:30
会　　場／郡山ビューホテルアネックス
募集人数／男性20名
 女性20名
参 加 費／男性5,000円
 女性3,000円
応募資格／法人会会員企業にお勤めの方
 又は法人会会員企業の
 紹介のある方

お申込み・お問い合わせ先
(公社)郡山法人会 事務局

お気軽にお問い合わせ下さい。

「婚活ミュージックパーティー」
開催のご案内

「婚活ミュージックパーティー」
開催のご案内

郡山税務署　鈴木署長新入会員の集い
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